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「都立林試の森公園の整備計画(中間のまとめ)」に対する都民意見及び対応方針(案) 

募集期間 令和元年 12月 26 日～令和２年 1月 25 日 

応募総数 68通、216 件（E メール:62 通、FAX:3 通、郵送:3通） 

No. ご 意 見 対 応 方 針 

１ 【整備計画全体に関する意見】：９件 

・想定する地震の内容、生物の目標種数、魅力の方向性

など、目標をより具体的にしてほしい。キャッチフレ

ーズが必要ではないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・目黒区と連携して、生物多様性・野鳥のすめるまちづ

くり、みどり豊かなまちづくりやネットワーク形成

を図ってほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、本整備計画を下記の通り

修正しました。 

拡張区域において、当初の整備計画の基

本的考え方を継承しつつ、近隣の環境や

施設計画を踏まえ、公園の機能を拡充し

て魅力を向上させ、誰もが安心して利用

できる公園を目指し、整備計画の目標を

以下のとおり定める。 

①地震災害時への対応のため、防災機能

を強化・充実させる 

②多様な生物の貴重な生息・生育空間と

なり、自然と親しむみどりの拠点とす

る 

③公園の魅力を高め多面的活用を進め、

周辺のまちづくりやコミュニティ形成

に寄与する 

目標の具体化は、今後設計を行う中で進

めてまいります。 

その他のご意見については、今後の整備

の参考とさせていただきます 

 

・昭和 63年当初の整備計画において、整備

の基本的な考え方のひとつとして「貴重

な緑のオアシスとしての拠点を提供し、

自然環境の保全に努める」と定めており

ます。 

また、本整備計画の目標のひとつとして

「多様な生物の貴重な生息・生育空間と

なり、自然と親しむみどりの拠点とする」

と定めております。今後も引き続き、生

物多様性を確保する観点等から地元区等

と連携してまいります 

資料１－３ 
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・今までどおり皆から愛される森にしてほしい 

 

・大人も子どももリラックスできる散歩、自然探索の森

にしてほしい 

 

・ルールを縛らず自由に自然を楽しめる公園にしてほ

しい 

 

 

・作り込み過ぎず、子ども達の自主性を伸ばせる公園作

りを行ってほしい 

 

・環境整備をしっかりやってほしい 

 

・あまり有名にならないとよい 

 

 

・これ以上子供のための施設は必要ない 

 

・ご意見を踏まえ、本整備計画の目標のひと

つを「多様な生物の貴重な生息・生育空間

となり、自然と親しむみどりの拠点とす

る」に修正しました 

 

・公園を利用する様々な方が安全で快適に

過ごせるよう、必要なルールを設けてお

ります 

 

・今後の整備の参考とさせていただきます 

 

 

 

 

・多くの方にご利用いただきたいと考えて

おります 

 

・都立公園では、幅広い方々の利用を推進し

たいと考えております 

２ 【ゾーニングに関する意見】：37 件 

緑のふれあいゾーンに関する意見：7件 

・多世代交流の憩いの場としてはとても美しく、良い計

画である 

 

・緑との交流は既存の公園内を積極的に利用してほし

い 

 

 

 

 

 

 

 

・高齢者や障害者も憩える動線を確保してほしい 

 

 

 

 

 

 

・計画についてご理解いただけたものと理

解いたしました 

 

・昭和 63年当初の整備計画において、整備

の基本的な考え方のひとつとして「貴重

な緑のオアシスとしての拠点を提供し、

自然環境の保全に努める」と定めており

ます。ご意見を踏まえ、既存の公園区域内

においても、引き続き緑のふれあいの場

として適切に管理運営に取り組んでまい

ります 

 

・ご意見を踏まえ、（３）拡張区域の計画目

標の設定において、「誰もが安心して利用

できる公園を目指し」と下線のとおり追

記しました。 

整備にあたっては、東京都福祉のまちづ
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・発災時に対応するため仮設で給水施設、トイレ等が設

置できるようにしてほしい 

 

・子供がもっと身体を動かして緑を楽しめるよう用具

の設置や仕組みづくりをしてほしい（2 件) 

 

・ピクニックテーブル等を複数置いてほしい 

 

交流ゾーンに関する意見：23 件 

・多世代交流の憩いの場としてはとても美しく、良い計

画である 

 

・にぎわい、交流が生まれるよう民間施設の内容を十分

検討してほしい 

 

・緑や自然とは異なる視点を考慮してほしい 

 

・カフェ・レストラン等の飲食ができる施設や災害時に

活用できる機能を有したお店を設置してほしい（4

件） 

 

 

 

 

 

 

 

・大人向けの静かなカフェ、子どもと一緒のカフェ等、

建物を分けてターゲット層を変えてもよいのではな

いか 

 

・ペット連れでも利用できるカフェを検討してほしい

（2件） 

くり条例施設整備マニュアルに基づき、

高齢者や障害者を含めた全ての人が施設

を円滑に利用できるよう進めてまいりま

す 

 

・今後の整備や管理運営の参考とさせてい

ただきます 

 

 

 

 

 

 

 

・計画についてご理解いただけたものと理

解いたしました 

 

・交流ゾーンは、多様な主体と連携した活動

の場となる、にぎわいを創出するゾーン

としており、 

◇民間との連携により、既存施設との一

体的利用を推進させる拠点施設を整備

活用する 

◇開かれた沿道空間により利用動線を確

保するとともに、にぎわいのある広場

空間を創出する 

◇地震火災の際の避難場所となる空間、

入口、緊急車両動線を確保する計画で

す。 

ご意見を踏まえ、検討を進めてまいりま

す 

 

・今後の整備や管理運営の参考とさせてい

ただきます 

 

 

 

 



4 

 

・多目的に利用できる拠点となる屋根施設がほしい。雨

天や緊急時の避難、食事、赤ちゃんが居られるような

場所、高齢者のカルチャーの場、コミュニケーション

の図れる場、近隣の児童・生徒の活動の場など（4件） 

 

・カフェは集う人々が地球環境に配慮出来るような運

営団体にしてほしい 

 

・園路を楽しく歩ける仕組みづくりをしてほしい 

 

・屋内スポーツジムを設置してほしい 

 

・キッチンカーの配置を許可してほしい 

 

・小学校から給食を分けてもらい販売できないか 

 

・駐車場を整備してほしい 

 

・近隣住民のための公園であり、また、車での来園が増

えて駐車場待ちの列ができたり、交通トラブルの発

生が心配されるので駐車場計画を再検討してほしい

（3件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、整備を進めてまいります 

 

・ご意見を踏まえ、（３）拡張区域の計画目

標の設定において「当初の整備計画の基

本的考え方を継承しつつ、近隣の環境や

施設計画を踏まえ、公園の機能を拡充し」

と下線のとおり追記しました。 

都立公園は、広く都民の皆様の利用を想

定しており、本公園は現状でも課外授業

や遠足等での利用も多く、駐車場がない

ため近隣の民間駐車場を利用しながら、

そこから徒歩で来園している状況です。

さらに、高齢者や障害者等の駐車場を必

要とされる方にもご不便をおかけしてお

ります。そのため、アクセス性を向上し

ご不便なく広く都民の方々の利用を促進

するためには、駐車場の設置が必要と考

えております。 

場所については、周辺の道路状況、利用

動線、地形等をもとに判断しています。 

整備にあたっては、その位置や規模、運

用方法等について地元区や地域住民、所



5 

 

 

 

羅漢寺川エントランスゾーンに関する意見：7 件 

・エントランスにふさわしいエリアにしてほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バリアフリー対策を講じ、障害のある方も自然を楽し

めるよう仕組みづくりをしてほしい（2 件） 

 

 

 

 

 

 

 

・トイレは防犯上設けないでほしい 

 

 

 

・カフェを設置してほしい 

 

 

・砂や土が飛散しないような対策を講じてほしい 

 

・公園側からのぞき込まれてしまうことが懸念される

ため、既存樹木をできる限り残してほしい 

 

管の警察署、道路管理者等と協議のうえ、

適切に進めてまいります 

 

・羅漢寺川エントランスゾーンは、区立小山

台公園とのネットワークを強化し、地域

の憩いの場とするゾーンとしており、 

◇コミュニティ花壇や休憩舎等を整備活

用し、地域との協働活動ができる憩い

の場とする 

◇地震火災の際の避難入口を確保する計

画です。 

ご意見を踏まえ、整備を進めてまいりま

す 

 

・ご意見を踏まえ、（３）拡張区域の計画目

標の設定において、「誰もが安心して利用

できる公園を目指し」と追記しました。 

整備にあたっては、東京都福祉のまちづ

くり条例施設整備マニュアルに基づき、

高齢者や障害者を含めた全ての人が施設

を円滑に利用できるよう進めてまいりま

す 

 

・トイレの設置にあたっては、防犯に十分配

慮し公園全体で必要な場所を検討して設

置してまいります 

 

・交流ゾーンにおいて設置を検討してまい

ります 

 

・ご意見を踏まえ、（３）拡張区域の計画目

標の設定において「当初の整備計画の基

本的考え方を継承しつつ、近隣の環境や

施設計画を踏まえ、公園の機能を拡充し」

と下線のとおり追記しました。 

また、ご意見は整備の参考とさせていた

だきます 
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３ 【防災に関する意見】：9件 

・避難場所として避難有効面積を広げ、防災機能を拡充

してほしい（3件） 

 

・公園南東側の延焼火災から避難場所を守る対策をし

てほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災や救命救急、応急処置等の講習などを定期的に開

催でしてほしい 

 

・避難場所であることから、備蓄倉庫や防火水槽、給水

槽を設置するなど災害対策施設を設置してほしい（2

件） 

 

 

 

・東京都消防庁荏原消防署小山出張所予定地脇の歩道

を消防団の訓練も行える約 100 メートルの直線舗装

歩道（通常は公園利用者の歩道として使用し、訓練時

のみ利用する）として整備してほしい 

 

・周囲からの延焼を防ぐため、外周道路を含め周辺 50m

の空地を設けてほしい 

 

 

 

 

・昭和 63年当初の整備計画において、整備

の基本的な考え方のひとつとして「スポ

ーツ・レクリエーション需要及び災害時

の避難場所として応えるため、各種の広

場などを配置し、通常時の利用動向に対

応しつつ、災害時に円滑にしかも安全に

避難が行えるよう配慮した計画とする」

としております。また、本整備計画の目標

のひとつとして「地震災害時への対応の

ため、防災機能を強化・充実させる」と定

めており、地震火災の際の避難場所とな

る空間、入口を確保する計画としており

ます。ご意見を踏まえ、整備を進めてまい

ります 

 

・今後の管理運営の参考とさせていただき

ます 

 

・ご意見は、所管部署と共有させていただき

ます。なお現在、林試の森公園内には

100m3 の防火水槽が３基、1,500m3の震災

対策用応急給水施設１基が設置されてい

ます。 

 

・当該地は、区の周辺道路拡張と合わせて安

全な歩行空間の確保を図る予定です。ご

意見を踏まえ、検討してまいります 

 

 

・既存樹木の耐火力により周囲からの延焼

を防ぐ効果があると考えております。そ

のため、周辺 50m の空地を設ける予定は

ありません 

４ 【みどりや環境に関する意見】：20件 

自然環境全般に関する意見：8件 

・子どもが自然に親しむ公園としてほしい 

 

 

・昭和 63年当初の整備計画において、整備
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・植物が生育しやすい環境の保護をしてほしい 

 

 

 

・改修工事の前に生態調査を行ってほしい 

 

 

 

・施設には環境に配慮した素材を使用してほしい（2件） 

 

 

 

 

 

・アスファルトは無用である 

 

 

 

 

・流れに足を入れられて自然を感じられるような場所

があるといい 

 

・ゴミを減らせる公園、脱プラスティックなど、環境に

配慮する公園にしてほしい 

 

 

の基本的な考え方のひとつとして「貴重

な緑のオアシスとしての拠点を提供し、

自然環境の保全に努める」と定めており

ます。また、ご意見を踏まえ、今回の整備

計画の目標のひとつを「多様な生物の貴

重な生息・生育空間となり、自然と親しむ

みどりの拠点とする」に修正しました。緑

のふれあいゾーンにおいて自然観察等の

楽しめる広場を設けることを検討するな

ど、今後の整備や管理運営の参考とさせ

ていただきます。 

 

・植物の生育地としての観点や安全、快適な

利用を推進する観点から判断し、適切な

管理運営に努めてまいります 

 

・多様な生物が生息、生育する公園づくりの

ため、必要に応じて現況調査を実施して

まいります 

 

・東京都では、東京都環境物品等調達方針に

基づき環境物品等の使用の推進及び環境

影響物品等の使用抑制に取り組んでいま

す。ご意見を踏まえ、引き続き取り組んで

まいります 

 

・緊急車両及び管理車両の通行を確保する

等の目的で必要な箇所においては舗装を

行っています。今後の整備や管理の参考

とさせていただきます 

 

・今後の整備や管理運営の参考とさせてい

ただきます 
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既存樹林（計画対象地含む）環境に関する意見：9件 

・既存樹木を大切にし、極力伐採せず、樹木や森をふや

してほしい（8件） 

 

・老木を保護し大切に育む環境が必要である 

 

 

 

草地環境に関する意見：3件 

・草刈りをしない部分を狭くしすぎないでほしい 

 

 

・芝生広場の整備にあたって養生期間を長めにしてみ

てはどうか 

 

・耐久性の強い種類の芝の導入を検討してほしい 

 

・現在の公園区域については、樹木医による

樹木診断を定期に行うなど、引き続き適

切な管理運営、普及啓発等に努めてまい

ります。 

拡張区域については、樹種や樹勢などを

踏まえ適切に判断し整備を進めてまいり

ます 

 

・ご意見を踏まえ、引き続き適切な管理運営

に努めてまいります 

 

・今後の整備や管理運営の参考とさせてい

ただきます 

５ 【にぎわい、利用施設に関する意見】：88件 

ドッグラン・ドッグスペースに関する意見：13件 

・ドッグランを設置してほしい（有料・無料あわせて 13

件） 

 

 

スポーツ施設に関する意見:16件 

・サッカーグラウンドを設置してほしい。（7件） 

 

・子供たちが球技もできる遊び場や広い運動広場を設

置してほしい（5件） 

 

・子供達のスポーツに対する熱い思いをぶつけられる

場所にしてほしい 

 

・スケートボードパークを設置してほしい 

 

・走っている人が多いので園路を整備してほしい 

 

・ランナーのためのロッカー、シャワーや更衣室を設置

してほしい 

 

 

 

・現在ドッグランは、広域的な利用を前提と

して 12の都立公園で設置を計画し、これ

に基づき設置しております。今後の管理

運営の参考にさせていただきます 

 

・拡張整備区域においては、緑とのふれあい

ゾーンでは核となる既存の自然環境と連

続した緑とふれあう場を創出する目的

で、自然観察等の楽しめる草地広場のほ

か、遊びや運動等に多目的に使える広場

等の整備を計画しております 

交流ゾーンでは、多様な主体と連携した

活動の場となる、にぎわいを創出する目

的で、民間との連携により、大きな広場

やデイキャンプ場、ジャブジャブ池等の

既存施設との一体的利用を推進させる拠

点施設を整備活用する計画です。このた

め、サッカーや野球等、特定の球技に特

化したグラウンド設置は計画しておりま

せん。 
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遊び場、遊具に関する意見：42件 

・障害のある子どもが公園遊びを楽しめる場としてほ

しい 

 

・障害者も楽しめる遊具やスペースを設置してほしい 

 

 

 

 

・遊具や広場があると良い（2件） 

 

 

 

 

 

・芝生広場を整備してほしい 

 

 

 

・プレイパークを設置したい、してほしい（17件） 

 

・小学生の子供たちが自由に思いっきり遊べる区域を

設置してほしい 

 

・子どもの木登りが親の責任としてできるような場と

してほしい 

 

・遊具を設置する場合、子供の意見を聞いてほしい 

 

・アスレチックのような複合遊具を設置してほしい（2

件） 

 

・印象的な遊具を設置してほしい 

 

なお、既存の公園区域も含め、利用され

る皆様のご意見を踏まえ、今後の整備や

改修、管理運営の参考とさせていただき

ます 

 

・ご意見を踏まえ、３）拡張区域の計画目標

の設定において、「誰もが安心して利用で

きる公園を目指し」と下線のとおり追記

しました。障害者を含めた誰もが楽しめ

る遊び場、遊具、スペースの整備につい

て、今後必要に応じて検討してまいりま

す 

 

・広場については、緑のふれあいゾーンに草

地広場を、交流ゾーンにおいては多目的

広場を整備する計画としております。遊

具については、整備の参考とさせていた

だきます 

 

・緑のふれあいゾーンにおいて、多目的に使

える草丈の低い広場の整備を検討してま

いります 

 

・公園の利用状況など現地の状況を踏まえ、

今後の整備や改修、管理運営の参考とさ

せていただきます 
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・長いすべり台、ローラーすべり台がほしい 

 

・遊具について臭い等も考慮した素材も検討してほし

い 

 

・子ども達が自由に使える畑を設置してほしい 

 

・泥遊びができる場を設置してほしい（2件） 

 

・一輪車や三輪車、自転車、キックボードなどで走り回

れるスペースを設置してほしい（2件） 

 

・幼児の自転車練習広場を設置してほしい 

 

・じゃぶじゃぶ池の増設または拡張をしてほしい（3件） 

 

・子どもを軽く洗える水場と着替えの場所がほしい 

 

・共有の遊び用具と遊び用具置き場を設置してほしい 

 

・冬に焚き火ができると良い 

 

駐輪場に関する意見：2件 

・園内への自転車の乗り入れは禁止すべき 

 

 

・駐輪場をいくつか整備してほしい 

 

導入してほしい施設に関する意見（上記以外）：11件 

・車いすの方の使用できるトイレを設置してほしい（２

件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後の管理運営の参考とさせていただき

ます 

 

・公園の利用状況をふまえながら、検討して

まいります 

 

・現在、林試の森公園内には４棟の車いす対

応のトイレを設置しています。ご意見を

踏まえ、東京都福祉のまちづくり条例施

設整備マニュアルに基づき、高齢者や障

害者を含めた全ての人が施設を円滑に利

用できるよう引き続き整備を進めてまい

ります 
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・各広場に必要な数のトイレを設置してほしい 

 

 

・突然の雨に対応できる東屋（休憩舎）のような場所を

設置してほしい 

 

 

 

・石やボールを公園から投げられると困る。公園境界付

近には高いフェンスを設置してほしい 

 

・怪我人が出た時の応急処置室を事務所内に設置して

ほしい 

 

・ミニ SLの常設の線路を設置したい 

 

・禁煙の表示を増やしてもらいたい 

 

・（障害者対応の）喫煙所を設置してほしい（2件） 

 

・高齢化社会であることから、障害者の受け入れ施設を

設置してほしい 

 

コミュニティ形成や利用者参加型の公園管理等に関す

る意見：4件 

・ハーブや果樹を植え、来園者が自然を感じられ、参加

者間のコミュニケーションがはかれるスペースにし

て欲しい 

 

・みどりのボランティア育成の場所としてほしい 

 

・植樹のときは都民が参加できるようにしてほしい 

 

 

 

 

 

 

・公園の利用状況をふまえながら、適切に配

置してまいります 

 

・現在、林試の森公園内には２棟の休憩舎を

設置しています。今後も公園の利用状況

をふまえながら、適切な配置を検討して

まいります 

 

・今後の整備や改修、管理運営の参考とさせ

ていただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ご意見は所管部署と共有させていただき

ます 

 

 

 

・ご意見を踏まえ、拡張区域の計画目標の③

について「公園の魅力を高め多面的活用

を進め、周辺のまちづくりやコミュニテ

ィ形成に寄与する」と下線のとおり追記

しました。 

 ボランティアについては、これまでも、当

公園はボランティア団体など、多様な主

体と連携した活動の場となってきまし

た。引き続き、活動を推進できる場とする

よう努めてまいります。 

 なお、羅漢寺川エントランスゾーンにお

いて、コミュニティ花壇等を整備活用し、

地域との協働活動ができる憩いの場とす
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・コミュニティ、イベント、施設は品川区外の人を排除

しないでほしい 

る計画としております 

 

・当公園及び園内の施設は、広く都民の利用

を想定しています。今後の整備や管理運

営の参考とさせていただきます 

６ 【現在の公園に対する意見】：35 件 

・夜間の警備をしてほしい 

 

・今の公園内は防犯上改善の余地がある 

 

・不審者などを気にして不安に感じる親もいるので、小

学生が放課後に気軽に遊びにこられるよう配慮して

ほしい 

 

・運動広場の砂ほこり対策を講じてほしい 

 

 

 

・蚊が多い 

 

 

 

・カラスが多いので、捕獲等の対策をしたほうがよい 

 

 

 

・デイキャンプ場について現在は幼児の親子は利用で

きない、あるいはしづらい場になっている 

 

・デイキャンプ場があまり使われていないので利用条

件を広げてほしい（2件） 

 

・野外活動の専門家がデイキャンプ場を直に管理すれ

ば、行き届いた細やかな運営ができより豊かな野外

活動スペースになるのではないか 

 

・木陰が多く夏のジョギングや犬の散歩に最適である 

 

 

・必要に応じて、警備員等による巡視を実施

しております。引き続き、適切な管理運営

に努めてまいります 

 

 

 

 

 

・必要に応じて、水を撒くなどの対応を実施

しております。引き続き、適切な管理運営

に努めてまいります 

 

・日常の維持管理の中で蚊の幼虫の発生源

となる側溝の清掃等を引き続き行ってま

いります 

 

・トラップによる捕獲を実施しております。

ご意見を踏まえ、引き続き進めてまいり

ます 

 

・現在のデイキャンプ場は、青少年の教育・

訓練を目的として、小学生・中学生を主体

とした団体を対象としており、利用条件

はキャンプ生活に必要な技術的、教育的

指導を行える知識を有する指導員を10名

につき 1 名以上付き添うこととしていま

す。ご意見は今後の管理運営の参考とさ

せていただきます 

 

 

・適切な管理運営に努めてまいります 
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・利用者が増加しつつあり、混雑による満足度の低下や

トラブルにつながることが懸念される（3件) 

 

・公園利用者の出す騒音対策を講じてほしい 

 

・流れが汚れている 

 

・既存の幼児ゾーンにあるテーブルには木から毛虫が

落ちてくるので、いっそなくして幼児ゾーンを広く

するか遊具を設置したほうがよい 

 

・AR（拡張現実）技術を活用したスマートフォンゲーム

で公園内に設定されている仮想施設について、プレ

イヤーが一時的に集中することがあり違和感を覚え

る。ゲームを公開している事業者に対し、当該施設の

除外申請をしてほしい 

 

・自動販売機について、ジュースは置かず水とスポーツ

ドリンクに特化してほしい 

 

・給水器を置き、マイボトル持参での来園を呼びかけて

ほしい 

 

・喫煙所に灰皿（吸い殻入れ）や椅子を設置してほしい

（3件） 

 

・喫煙所はトイレの近くではなく、適切な場所にしてほ

しい 

 

・民間と連携するなどしてミニバスを使用した公園へ

の路線誘致を検討してほしい（2 件） 

 

・土日はキッチンカーなどが来て欲しい 

 

・民間のスポーツ教室が、広場を占有して営業してお

り、一般利用者の活動が阻害されている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後の管理運営の参考とさせていただき

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一般の広場における有料のスポーツ教室

は認めておりません。適切な利用を推進

するよう努めてまいります 
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・大きな広場を少年野球のチームが練習場として使用

しているが、安全性、他の利用者との競合、他の球技

利用者が球技禁止の広場を使うなどの問題が発生し

ている。（3件) 

 

・禁止区域でのボール遊び等について係員が注意をし

ていない。ルールを徹底するため係員の配置を望む 

 

・マナー違反者などに適切かつ計画に指導・注意を行え

る係員を設置してほしい 

 

・テントの設置が禁止であることを理解していない人

が多い 

 

・池や流れにおいて、柵を乗り越えて釣りをしている子

どもをよく見かける 

・利用される皆様のご意見を踏まえ、適切な

利用を推進するよう努めてまいります 

 

 

 

 

７ 【その他の意見】：18件 

・子どもたちがパブリックコメントを出すことは難し

い 

 

・可能な場所から早期に着工してほしい 

 

・周辺道路の車を減速させる施策や歩道がない部分等

にガードレール等を設置するなどしてほしい 

 

・財務省小山台住宅の撤去工事の際には仮設道路の設

置やアスベスト処理方法について検討し説明してほ

しい（2件） 

 

・品川区の社会福祉施設及び消防署出張所の建物配置

について、最新の周辺の土地利用現況に基づき、設置

可能な形状で想定避難有効面積等を比較検討し直し

てほしい 

 

・避難場所の面積を最大化できるよう、全ての官舎等跡

地を公園として整備してほしい 

 

 

 

・今後、都立公園における整備計画策定の際

の参考とさせていただきます 

 

・今後の整備の参考とさせていただきます 

 

・ご意見は所管部署と共有させていただき

ます 

 

 

 

 

 

・東京都及び品川区では、財務省小山台住宅

等の廃止に伴い、今後の土地利用の考え

方、用途、整備の進め方等を取りまとめ、

「財務省小山台住宅等跡地利用方針」を

平成 30年 10月に策定しました。 

そして、「利用方針」に基づき、平成 31年

３月に都立林試の森公園の拡張を含む都

市計画の変更が行われました。 

公園の整備計画は、都市計画に基づき策
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・品川区側には消防署の出張所などの建物を建ててほ

しくない 

 

・財務省小山台住宅等跡地利用方針における消防車の

２方向出動について、消防署出張所計画地を出発し

右側に曲がった場合、補助 26 号線（都道 420号線）

に出られないため１方向出動とかわらないのではな

いか（2件） 

 

・品川区の社会福祉施設、荏原消防署小山出張所は地域

住民の安全性を確保する観点や利便性の観点から拡

張区域南東部（緑のふれあいゾーン）に設置してほし

い（4 件） 

 

・財務省小山台住宅跡地の南側は木造住宅密集地域で

あり火災の危険度が非常に高い。最新のデータに基

づき防災計画をたて、実行してほしい 

 

・東京都の報告書では、南東の火災時の輻射熱を防ぐ安

全対策のため建物配置が必要と書かれている（3件） 

定するものです。そのため、林試の森公

園の拡張整備は当方針及び都市計画に基

づき実施してまいります。 

なお、上記方針で設置することとした荏

原消防署小山出張所、品川区の社会福祉

施設等についてのご意見は、所管部署に

共有させていただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 29年 3 月の「林試の森公園周辺土地

利用計画等検討委託報告書」では、南東部

（みどりのふれあいゾーン）及び西部（品

川区による福祉施設設置予定区域）につ

いて、建物の配置により避難有効面積の

拡充が得られるエリアとしております 

 


